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島根大学の給与体系の方針について学長に会見を求める 

     8/15 に人事院勧告がなされました。今年度の人勧については、全大教新聞のように基本給
0.3％マイナス、ボーナス 0.5ヵ月プラス、扶養手当て 500円マイナスという結果でした。それに
加え来年度以降の給与体系の見直しがありました。それに対して、島大の給与体系はどのように

影響するのかを問う予定です(会見申入書は 4 ページ)。今行なわれている特別国会では、優先課
題として、人勧に応える国家公務員給与法が議論されます。そのためこの問題は急を要すること

になります。 
現在の島大では人勧準拠という暗黙の了解があるようです。実際には人勧に準拠した国家公務

員給与法に従うというものです。ひょっとしたら島大職員にも、それが当たり前というような風

潮があるもしれません。しかし、それは大きな間違いです。我々はすでに国立大学法人の職員で

あり、国家公務員とは異なることを自覚すべきではないでしょうか（失業保険も支払っています）。

実際、今回の人勧には発想そのものに大きな問題があります。国家公務員時代には、人勧に対し

て意義申し立ての働きかけもできたでしょう。それができないだけでも不利益な状態にあります。 
 それはさておき、給与が減る、というのは重要な問題です。国家公務員給与法による給与体系

は、他組織のものであり、それに便乗するということは、盗用といってもいいくらいの経営怠慢

です。さらに、それを根拠に給与を下げるのは、労働者の権利を無視した暴挙であると言えます。

私大でも人勧に準拠しているところがあり、以前のマイナス勧告のときに対応して下げてしまっ

たところがあります。しかし、その理由（人勧に準拠している）だけで給与を下げるのは不利益

変更にあたり許されないという判決がでています(記事を参照)。そもそも島大職員の給与は国家公
務員よりもかなり低いという現状があります (図参照)。また、教員も全国平均に比べてかなり低
いのです(表参照)。このような状況で人勧準拠に応じて給与を下げるのは不利益変更にあたり、不
当であることは間違いありません。唯一、給料を下げる正当な理由として認められるのは経営悪

化に伴う場合以外にはないでしょう。ない袖は振れないということで、その場合には止むを得な

いことと認められることもあるでしょう。しかし、そのときには、経営陣は明確に責任をとる必

要があるはずです。経営側からみれば、今日の国立大学法人は、文部科学省（財務省）に手足を

縛られた状態であり、給与や研究費を下げるという努力しか方法がないというところかもしれま

せん。しかし、それは単なる詭弁であり、それですむならば、経営陣の存在理由は必要なくなっ

てしまいます。たとえ、手足が縛られていても、工夫する余地はたくさんあります。それをいか

に駆使して、努力したかがで経営陣の能力が評価されるのではないでしょうか。不利益変更を行

なわなくても済むように、一層の工夫・努力を熱望しています。 
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時事通信配信記事 2005 年 8 月 2 日付 

「人勧の漫然準拠は違法」＝福岡雙葉学園の給与減額－教職員側が逆転勝訴・高裁 

 

  福岡市で私立中・高校などを運営する学校法人福岡雙葉学園が、2002、03 年度の人事院勧告がマイ

ナス勧告となったことに倣い教職員の給与を減額したのは違法だとして教職員ら 31 人が、差引額計約

390 万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が 2 日、福岡高裁であった。西理裁判長は「人事院勧告に

漫然と従ったのは違法」として、訴えを棄却した 1 審判決を取り消し、学園側に差し引き分全額を支払うよ

う命じる逆転判決を言い渡した。 

 

西裁判長は「勧告の内容は客観的根拠があるが、学園側が倣う必然性はなく、教職員側と合意もしてい

ない。プラス勧告に従った学園の給与改定がそれまで続いていたとしても、労働者に不利となるマイナス

勧告を同視するのは許されない」とした。 

 

 ＜図＞ 
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 ＜表＞ 
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＜会見申入れ＞ 
                                                           2005年９月 21日 

島根大学長 
本 田 雄 一 殿 
 

島根大学職員組合 
中央執行委員長  相 良 英 輔 

 
 

会見期日ならびに会見事項について 
 

 ９月１日付文書において，島根大学教職員の給与に関する学長の見解，ならびに大学の方針を

お聞きするための会見を申し入れていましたが，未だに回答をいただいておりません。つきまし

ては，早急に期日設定されることを要求します。その際，下記の事項について考えを述べていた

だくよう要望します。 
 
記 

 
日 時：９月 26日(月)～27日(火)または 10月３日(月)～５日(水)の９時～17時のいずれかの

時間のうち１時間程度 
場 所：貴職でご指定下さい 
出席者：組合役員 15名以内 

 
説明要望事項 
１．今年度の給与削減および来年度以降の地域給導入を柱とする人事院勧告(以下，人勧)に対応し

た給与改定を実施するのでしょうか。 
２．人勧では今年度 0.3％の給与引き下げとなっていますが，人件費を含む大学運営交付金(以下，

交付金)は年度初めに決定されていると聞いています。したがって，今年度引き下げる必要は
ないと考えますが，如何でしょうか。 

３．毎年１％の効率化係数により減額される交付金には人件費も含まれていると考えますが，人

勧に対応する可能性のある人件費の増減は交付額の算定に反映されるのでしょうか。 
４．そもそも，非公務員である国立大学法人職員の給与は人事院勧告の適用対象ではないと考え

ますが，いかがでしょうか。 
５．上記に関し，島根大学独自の給与体系を作成する必要があると考えますが，本作業の進捗状

況をお聞かせ下さい。 
６．各種資料によれば，国立大学教員および事務・技術職員の給与は私立大学教員や国家公務員

のそれに対し著しく少なくなっています。来年度以降，地域給導入による給与削減が実施さ

れた場合，その格差は拡大します。このことは，島根大学の人材確保という観点からも問題

と考えますが，学長の見解をお聞かせ下さい。 
 


